
昨
年
来
要
望
運
動
を
続
け
て
き
ま

し
た
本
事
業
に
つ
い
て
、
こ
の
度
、

関
係
機
関
か
ら
の
財
政
支
援
措
置
の

決
定
通
知
を
得
ま
し
た
。

本
事
業
は
、
か
ね
て
余
別
自
治
会

な
ど
関
係
者
か
ら
強
い
要
望
の
あ
り

ま
し
た
余
別
漁
港
内
に
簡
易
水
洗
ト

イ
レ
１
棟
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。

現
下
の
厳
し
い
町
財
政
事
情
の
下
、

急
が
れ
る
課
題
解
決
と
建
設
用
地
の

諸
条
件
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
町
の
財

政
負
担
の
軽
減
に
努
め
る
観
点
か
ら
、

そ
の
整
備
費
の
財
源
は
財
団
法
人
自

治
総
合
セ
ン
タ
ー
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

助
成
事
業
助
成
金
を
充
て
る
こ
と
と

し
、
同
助
成
制
度
の
条
件
に
従
っ
て
、

余
別
自
治
会
を
事
業
主
体
と
し
て
事

業
の
実
施
を
行
う
も
の
で
す
。

診
療
所
内
の
薬
局
で
行
っ
て
お
り

ま
す
「
投
薬
」
に
つ
い
て
は
、
昨
年

来
の
国
保
診
療
所
経
営
改
革
論
議
に

係
る
町
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会

で
の
検
討
結
果
に
お
い
て
も
、
入
院

等
廃
止
後
の
運
営
合
理
化
対
策
の
一

環
と
し
て
、「
院
外
薬
局
へ
の
移
行
に

つ
い
て
の
検
討
」
に
つ
い
て
答
申
を

い
た
だ
い
て
い
る
経
緯
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
度
、
５
月
１
日
、
国
保
診
療

所
の
近
く
に
民
間
調
剤
薬
局
が
開
設

さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
機
に
国

保
診
療
所
の
第
２
次
改
革
の
一
つ
と

し
て
、
こ
れ
ま
で
の
「
院
内
投
薬
」

に
つ
い
て
は
、
院
外
処
方
箋
発
行
に

よ
る
方
法
に
変
更
す
る
こ
と
と
い
た

し
ま
し
た
。

議
案
第
１
号

積
丹
町
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て

平
成
18
年
度
地
方
税
制
の
改
正
に

伴
う
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
が
平
成
18
年
３
月
31
日
公
布

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
条
例
を
整
備

す
る
も
の
で
す
。

主
な
改
正
点
は
、

一
　
個
人
住
民
税
所
得
割
の
税
率
改

正
（
町
民
税
６
％
、
道
民
税
４
％
）

二
　
個
人
住
民
税
の
定
率
減
税
廃
止

三
　
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
、
商
業

地
等
の
宅
地
課
税
標
準
額
の
法
定

上
限
の
継
続
と
宅
地
負
担
水
準
の

均
衡
化
の
た
め
の
改
正

四
　
町
た
ば
こ
税
の
税
率
引
き
上
げ

な
ど
で
す
。

（
原
案
可
決
）

議
案
第
２
号

積
丹
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

平
成
18
年
度
地
方
税
制
の
改
正
に

伴
い
、
町
税
条
例
と
同
じ
く
、
条
例

を
整
備
す
る
も
の
で
す
。

主
な
改
正
点
は
、
平
成
18
年
度
分

及
び
平
成
19
年
度
分
の
高
齢
者
の
国

民
健
康
保
険
税
の
時
限
的
な
負
担
軽

減
を
図
る
た
め
、

一
　
減
額
措
置
の
判
定
基
準
と
な
る

総
所
得
金
額
か
ら
、
一
定
の
金
額

を
控
除
す
る
特
例

二
　
所
得
割
金
額
の
算
定
の
基
準
と

な
る
総
所
得
金
額
か
ら
、
一
定
の

金
額
を
控
除
す
る
特
例

な
ど
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
す
。

（
原
案
可
決
）

議
案
第
３
号

積
丹
町
営
牧
場
の
設
置
及
び
管
理

に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て

公
共
牧
場
運
営
の
合
理
化
と
運
営

収
支
の
健
全
化
を
通
じ
た
畜
産
農
家

の
経
営
向
上
並
び
に
行
財
政
改
革
の

推
進
に
資
す
る
一
環
と
し
て
、
使
用

料
の
引
き
上
げ
改
定
を
行
う
こ
と
に

つ
い
て
、
町
行
財
政
改
革
推
進
委
員

会
の
答
申
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
公
共
牧
場
の
適
正
管
理
の

た
め
の
、
牧
場
使
用
申
請
手
続
、
制

限
及
び
使
用
料
の
徴
収
等
に
関
す
る

条
文
の
広
範
な
整
備
を
図
る
た
め
、

条
例
の
全
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

（
原
案
可
決
）

議
案
第
４
号

積
丹
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て
厳
し
い
財
政
運
営
の
状
況
を
踏
ま

え
た
行
財
政
改
革
の
積
極
的
な
推
進

を
図
る
一
環
と
し
て
、
町
職
員
の
期

末
手
当
の
基
礎
額
と
な
る
役
職
加
算

割
合
の
引
き
下
げ
改
定
を
行
う
も
の

で
す
。

（
原
案
可
決
）

議
案
第
５
号

平
成
18
年
度
積
丹
町
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
１
回
）

現
行
予
算
に
５
２
９
万
円
を
追
加

し
、
23
億
８
、
５
０
５
万
３
千
円
に

補
正
す
る
も
の
で
す
。

歳
入
に
お
い
て
は
、

国
民
年
金
情
報
提
供
プ
ロ
グ
ラ
ム
開

発
国
庫
委
託
金

１
６
０
万
円

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
助
成
金

２
５
０
万
円

繰
越
金

１
１
９
万
円

歳
出
に
お
い
て
は
、

国
民
年
金
情
報
提
供
プ
ロ
グ
ラ
ム
開

発
委
託
料

１
６
０
万
円

余
別
漁
港
簡
易
水
洗
ト
イ
レ
整
備
事

業
費
等
交
付
金

３
１
９
万
円

Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
指
導
員
研
修

旅
費
等

50
万
円

を
そ
れ
ぞ
れ
増
額
す
る
も
の
で
す
。

（
原
案
可
決
）
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平成18年第２回臨時町議会が４月24日招
集され、議案５件が審議され、同日閉会し
ました。
そのあらましについてお知らせします。
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